
1

○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

2

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

3

号
の
災
害
及
び
地
域
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

4

令
和
四
年
八
月
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

5

災

害

名

地

域

指

定

の

期

間

6

令
和
四
年
八
月
三
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
る

山
形
県

米
沢
市

令
和
四
年
八
月
三
日
か
ら
同
年
十

7

災
害

寒
河
江
市

一
月
十
四
日
ま
で

8

長
井
市

9

南
陽
市

10

西
村
山
郡
大
江
町

11

東
置
賜
郡
高
畠
町

12

東
置
賜
郡
川
西
町

13

西
置
賜
郡
小
国
町

14

西
置
賜
郡
白
鷹
町

15

西
置
賜
郡
飯
豊
町

16

新
潟
県

村
上
市

17

胎
内
市

18

岩
船
郡
関
川
村

19

石
川
県

金
沢
市

20

小
松
市

21

白
山
市

22

加
賀
市

23

能
美
市

24

野
々
市
市

25

能
美
郡
川
北
町

26

福
井
県

南
条
郡
南
越
前
町

27


